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問
合
せ

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967・5650 981・3881

初回接種がまだの方へ
　　令和5年秋開始接種を接種するには､初回接種を完了させることが必要です

▶�対象：生後6カ月以上のすべての方

▶使用するワクチン：
　ファイザー社またはモデルナ社のXBB対応ワクチン※11歳以下はファイザー社のみ

▶接種の予約：
　接種券をお持ちの方は､インターネットまたはコールセンターへ電話で予約が可能です｡

▶初回接種終了後について：
　初回接種を完了した3カ月後に追加接種が接種可能になります｡3カ月経過する前に市から
　追加接種用接種券をお送りします。

次に該当する方は接種券の発行手続きが必要です
未使用の接種券を紛失された方または､転入された方は､
市ホームページまたはコールセンターへ電話でご確認ください｡

吉 川 市 ワ ク チ ン 接 種
コ ー ル セ ン タ ー 受 付 日 時 月～金（ を除く）：午前9時～午後5時､日：午前9時～午後4時

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ
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す
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築
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す
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４
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４
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落
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介
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４
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４
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４
年
度
下
水
道
事
業
会
計
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

◦
次
の
会
計
の
補
正
予
算

　
○
令
和
５
年
度
一
般
会
計

　
○ 

令
和
５
年
度
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計

　
○ 
令
和
５
年
度
介
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ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

も
議
会
を
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会期：9月1日～22日
市議会９月定例会の報告

庶務課
☎982･9472 981･5392


